
（令和３年７月２０日現在）  

●

● 以下の条件をすべて満たす者

・ 当行保証付私募債の適債条件を満たす者。

・ SDGsの取り組みに賛同する者。

・ 「こうぎん環境配慮型融資・銀行保証付私募債」との併用はできません。

事業資金　（運転資金・設備資金）

● ２年以上７年以内 （１年きざみ）　ただし６年債、７年債については使途が設備資金のものに

限ります。　また審査結果に応じて５年債までとさせていただく場合があります。

・ 年単位で、社債発行の日から最終償還日までの期間とします。

● 満期一括償還

・ 利息支払いは年２回、各利息期日にその日まで前半年分を後払いとします。

不要。　ただし銀行保証に関して担保をお願いする場合があります。

● 当行所定の手数料

●

・ 希望のない場合は高知県内の公共団体等に寄附させていただきます。

・ 寄附・寄贈先および物品については発行会社のご希望にそえない場合がございます。

審査結果に応じた当行所定の保証料

● 直近３期分（ない場合は２期分）の決算書の写し

以下は発行時までに提出下さい。

● 社債発行に関する取締役会議事録等の写し　（代表者印による原本証明付きの写し）

● 全部事項証明書、　印鑑証明書　（３カ月以内に発行されたもの）

● お申し込み、審査に際し別途書類が必要になる場合があります。

● 一般社団法人全国銀行協会

連絡先　全国銀行協会相談室       電話番号　0570 - 017109  または  03 - 5252 - 3772

● お申込に際しては当行所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に

添えない場合もございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであら

かじめご了承ください。

● くわしくは窓口へご相談ください。

にて社会貢献することを目的としたもので、発行会社さまから受け取る手数料の一部より、

原則発行会社さまの希望する公共団体、学校等に、当行より寄附もしくは物品を寄贈いたします。

固定利付債  （固定金利型）。　審査結果に応じた当行所定の金利を設定させていただきます。

そ の 他

連 帯 保 証 人 等

手 数 料

社 債 期 間

ご 用 意 い た だ く も の

当 行 の 契 約 し て い る
指 定 紛 争 解 決 機 関

償 還 方 法

　　　 「財務代理人」、　「保証債務履行事務代理人」、　「総額引受人」、　および「連帯保証人」は

　　　 当行がお引き受けいたします。

担 保

発 行 金 利

保 証 料

発 行 額 ３，０００万円以上、５億円まで

社 債 の 金 額 １，０００万円の１種。　ただし総額５億円の場合のみ１億円とします。

寄 附 ・ 寄 贈

　　　　　「 こうぎんSDGs応援私募債 」　　　　　　　　<商品説明書>

商 品 名 「こうぎんSDGs応援私募債」　　  

ご 利 用 い た だ け る 方

お 使 い み ち

「こうぎんＳＤＧｓ応援私募債」は、発行会社さまとともに公共性の高い団体等への寄附・寄贈

公共団体、医療・介護・福祉事業者、学校等へ寄附もしくは物品の寄贈を行います。

商 品 の 概 要
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